
　突然ですが、皆さまは「地方分権」という言葉にどのようなイメージをお持ちですか。地方
創生とセットで取り組まれているものとか、国と地方の関係を変えていくものという印象で
しょうか。私は地方分権改革推進室に派遣されるまで、「地方分権」というと、国から仕事が降
りてくることで、地方の仕事が増えるという、どちらかというとマイナスのイメージでした。

　しかし、実際にこの地方分権改革推進室で仕事を始めると、地方分権とは、国がするべきこ
とは国がして、地方がするほうが効率の良いことは地方がするという役割分担の適正化であ
ることが分かりました。（そもそも、国と地方は対等な関係なのだから、国から仕事が降りてく
るという表現が不適切だということも分かりました。）

　そして、適切な役割分担とするにあたり、現場で対応している皆さまのご意見を国の制度
に反映できるのが提案募集方式という制度です。我々、地方公共団体から派遣されている調
査員は、地方公共団体からいただいたご提案を制度に反映するため、各府省と調整すること
が主な業務です。

　これは私が実際に担当した案件でのことですが、制度所管府省と調整する際に、「地方公
共団体の意見を聴く機会がなく、このような支障が生じていることを知らなかった。地方公共
団体からの意見を踏まえて制度改正を行っていく」との声がありました。このように国の側で
は、地方公共団体の現場で生じている支障が把握できていないことが往々にしてあるようで
す。支障が生じていて、変える必要があるという現場の声をお聞かせください。

　事前相談の受付期間は２月下旬から５月中旬という年度変わりの忙しい頃ですが、簡易相
談というかたちで、相談自体は通年で受け付けています。年度末は忙しくて対応が難しいと
いうことであれば、お手すきの時期にご連絡ください。

　最後になりますが、今、国の制度に支障をお持ちでなくても、これからの公務員生活の中
で国の制度が使いにくいと思ったとき、提案募集方式という制度があることを思い出してい
ただければ幸いです。

地方公共団体の現場の声を
聞かせてください

コ ラ ム

これから活用が
期待される

制度改善

01
事例

02
事例

03
事例

04
事例

05
事例

06
事例

07
事例

08
事例

09
事例

10
事例

11
事例

12
事例

55病児保育施設の整備に係る補助について、地域の実情に応じた交付を可能と
することで、子育てしやすい社会の実現に貢献

59マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限切れ通知により、更新手続の
円滑化を実現

58へき地の医療機関へ看護師等の派遣を可能とすることにより、へき地の医療
提供体制の充実に寄与

57

56社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合の施設の不動産貸与に係
る要件を緩和することにより、放課後児童クラブの整備・拡充を促進

災害に係る混構造住家の被害認定基準の明確化により、罹災証明書交付の迅
速化に寄与

54経営する農地面積にかかわらず、国有農地の売払い等を可能とすることによ
り、都道府県の管理業務の負担を軽減

53豚熱ワクチン接種について民間獣医師による実施を可能とすることにより、
確実かつ継続的なワクチン接種の体制整備に寄与

52地縁による団体（自治会・町内会等）について、市町村による認可（法人格の付
与）要件を緩和することにより、幅広い活動を促進

51郵便局において取扱いが可能な地方公共団体の事務の範囲を拡大すること
により、住民の利便性を向上

50小規模多機能型居宅介護の定員に関する「従うべき基準」を「標準」とするこ
とにより、必要な介護サービスの提供を可能に

49国民健康保険における高額療養費申請手続を簡素化することを可能にし、住
民サービスを向上

48路面電車や地下鉄等に係る認可等を指定都市が行うことで、行政事務の効率
化及び事業者の利便性向上に寄与

調査員

加藤 虹帆
（島根県から派遣）
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ポ
イ
ン
ト

　軌道法及び鉄道事業法に基づき都道府県知事が行う認可等の事務・権
限のうち、指定都市に係るものについて、指定都市に移譲することで、行政
事務の効率化及び事業者の利便性向上に寄与
（法律　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和２年法律第41号による軌道法の一部改正）等）

詳しくは提案募集方式データベース「１年」管理番号「227、228」で検索!

0101 路面電車や地下鉄等に係る認可等を
指定都市が行うことで、行政事務の効
率化及び事業者の利便性向上に寄与

路面電車や地下鉄等に係る認可等を
指定都市が行うことで、行政事務の効
率化及び事業者の利便性向上に寄与
～軌道法及び鉄道事業法に基づく事務・権限の都道府県から指定都市への移譲～

事例

地方への事務・権限の移譲
二次元コードからもアクセスできます

ポ
イ
ン
ト

　国民健康保険における高額療養費制度について、市区町村の判断によ
り全ての被保険者の申請手続を簡素化することが可能になり、被保険者
の申請に係る負担及び市区町村の事務負担を軽減
（省令　国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令第49号））

詳しくは提案募集方式データベース「2年」管理番号「113」で検索!

0202 国民健康保険における高額療養費
申請手続を簡素化することを可能
にし、住民サービスを向上

国民健康保険における高額療養費
申請手続を簡素化することを可能
にし、住民サービスを向上
～高額療養費に関する申請手続を、年齢に関係なく簡素化可能にする見直し～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

 提
案

地域の声

地域の
課題

迅速な手続きが
困難

○軌道（路面電車など）及び鉄道（地下鉄
　など）について、その道路への敷設に係
　る認可事務等は、国と都道府県が分担
　して行っている
○一方、指定都市内には、都道府県が管理
　する道路が存在しない

指定都市内の軌道等の場合、都道府県におい
て、
・管理していない道路の現況を把握する必要
・道路管理者（指定都市）の意見聴取が必要
な事務有り

制度上の
支障

都道府県が事務を
実施することが非効率

都道府県が管理している
道路はないのに･･･

解決策
指定都市が

認可事務等を実施

一の指定都市内の軌道等に係る事務・権限に
ついて、指定都市に移譲

道路管理者である指定都市において、
認可事務等を行うこととしました

国国

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

行政事務の効率化！
事業者

の利便性向上！

 提
案

地域の声

地域の
課題

高額療養費の受給には
月毎の申請が必要

高額療養費※1の支給を申請する際、70歳未満※2

の被保険者は、月毎に申請書を市区町村に提出
しなければならない
※1 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が１か月の自己負
　　担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度。
　　自己負担限度額は年齢や所得に応じて定められている
※2 70歳以上75歳未満の被保険者は、市区町村が条例等で
　　別段の定めをすることで、手続の簡素化が可能

制度上の
支障

申請者と市区町村
双方の負担に

○申請者は自己負担限度額を超えた月毎に市
区町村へ申請をしなければならない
○市区町村は、申請の勧奨や提出された申請
書の内容を都度確認しなければならない

具合が悪いのに毎回申請するのは
大変だな…

申請手続がとても楽になりました！

申請がなくても支給対象かどうかは
わかるのに…

地域住民地域住民事務担当者事務担当者 事業者事業者

解決策
70歳未満の被保険者も
申請手続を簡素化

市区町村が条例等の別段の定めをすれば、70
歳以上75歳未満の被保険者と同様に、70歳未
満の被保険者も申請手続の簡素化が可能に

地方地方地方地方

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

対象者の申請漏れによる不利益や、市区
町村側の申請の勧奨・受理手続といった
作業がなくなる

申請に係る
負担を軽減！住民

サービスの
向上

市区町村の判断で、月毎に申請を
行わなくても高額療養費の支給が
できます

指定都市で事務を行えれば
効率的なのに･･･

認可等の手続きに
時間がかかる･･･

（指定都市に係る）
軌道・鉄道の認可事務等

都道
府県

（指定都市内の）道路の管理
※国が管理する直轄国道を除く

指定
都市

○

○

ー

ー

都道
府県

指定
都市

○ー

○ー
移譲 住民

サービスの
向上

指定都市が軌道等に係る事務を道路管
理と一体的に行うことが可能となり、
認可等までの時間の短縮が見込まれる

事務が非効率

国国
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ポ
イ
ン
ト

　小規模多機能型居宅介護の定員に関する基準を「従うべき基準」から
「標準」へ見直し、介護サービスの質を担保しつつ、地域の実情に応じて、
必要な介護サービスの提供を可能に
（法律　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和3年法律第44号）による介護保険法の一部改正）

詳しくは提案募集方式データベース「2年」管理番号「180」で検索!

0303 小規模多機能型居宅介護の定員に関する
「従うべき基準」を「標準」とすることによ
り、必要な介護サービスの提供を可能に

小規模多機能型居宅介護の定員に関する
「従うべき基準」を「標準」とすることによ
り、必要な介護サービスの提供を可能に

～小規模多機能型居宅介護の定員に関する基準の見直し～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

ポ
イ
ン
ト

　郵便局において取扱いが可能な地方公共団体の事務に、転出届の受付
及び転出証明書の引渡しや印鑑登録の廃止申請の受付を追加することな
どにより、住民の利便性が向上するとともに行政運営の合理化に寄与
（法律　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３

年法律第44号）による地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正等）

詳しくは提案募集方式データベース「2年」管理番号「121」で検索!

0404 郵便局において取扱いが可能な
地方公共団体の事務の範囲を拡大
することにより、住民の利便性を向上

郵便局において取扱いが可能な
地方公共団体の事務の範囲を拡大
することにより、住民の利便性を向上

～郵便局で取り扱える地方公共団体の窓口事務の拡大～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

 提
案

地域の声

地域の
課題

郵便局におけるワンストップ
サービス化を図りたい

○郵便局が取り扱うことのできる地方公共団体
　の事務は限定されている
○また、代理人による交付の請求の申請が可能
　かどうか不明確
○特に過疎地域においては住民の利便性の確保
　に支障が生じている

制度上の
支障

郵便局へ委託できる地方公共団体の
窓口業務は一部のみ

○郵便局において取扱いが可能な事務は一部
　の証明書の交付に係る窓口業務のみ
○代理請求については、地方公共団体におい
　て、慎重に判断することとなっている

本人以外が申請できれば
いいのにな…

もっと郵便局を活用して利便
性を高めたいのですが…

近くの郵便局で
手続きができる！

地域住民地域住民 窓口担当者窓口担当者

解決策
郵便局において取り扱える
地方公共団体の業務を拡大

郵便局において、以下の業務の取扱いを可能と
する
・転出届の受付及び転出証明書の引渡し
・印鑑登録の廃止申請の受付

　　　また、代理人による届出・申請、証明書の
　　　　交付の請求の受付が可能であること
　　　　を明確化

地方地方

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

郵便局における取扱事務の拡大により
ワンストップサービス化に資する
郵便局との連携により行政運営の合理
化に寄与

住民の利便性向上
地方公共

団体の負担減
住民

サービスの
向上

郵便局の利用者増により
地元商店街の賑わいに
つながる可能性も…

郵便局で取り扱える業務を
増やしました！

郵便局で対応可能な証明書
①戸籍・除籍の謄抄本、記載事項証明書
②（地方税の）納税証明書

④戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し
⑤印鑑登録証明書

③住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し、
　除票記載事項証明書

 提
案

地域の声

地域の
課題

地域において必要な介護サービスが
提供できない場合がある

小規模多機能型居宅介護※の利用定員が、国
が定める利用定員に達している場合は、利用の
ニーズがあっても施設側は断らざるを得ない
※ 「通い」を中心とし、利用者の様態や希望に応じて、随時　
　「訪問」や「宿泊」を組み合わせて提供する介護サービス

制度上の
支障

地域の実情に応じた
制度の運用ができない

小規模多機能型居宅介護の利用定員は、
「従うべき基準」として規定されており、大都
市でも過疎地でも全国一律に、国の基準に合
わせなければならない

介護サービスを受けたいけど
も、近くの施設は満員だから
どうしよう…

スペースはあるから受け入れ
てあげたいけれども、国の基
準で決まっているからな…

おかげさまで、住み慣れた町で家庭的な介護サービスを
受けることができ、安心して暮らせます

うちの町では、介護施設の数が限ら
れており、施設によっては利用定員
よりも数名は受入可能であるのに、
なんとか柔軟な運用ができないもの
かな…

住民住民 介護施設介護施設

解決策
利用定員に関する基準を
「従うべき基準」から
「標準」 に見直し

法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合
理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応
じた「標準」と異なる内容を定めることを許容

地方地方

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

市町村の責任と判断において、介護サー
ビスの質を担保しつつ、地域の実情に応
じて、　必要なサービスの提供が可能に

地方で独自に
基準の設

定が可能に
住民

サービスの
向上

市町村が地域の実情に応じて独自
の基準を定めることも可能になり
ました

国国 国国

50 51



ポ
イ
ン
ト

　不動産等※を保有する予定の有無にかかわらず、市町村長による認可を可能とすることによ
り、不動産等を保有せずに高齢者等への生活支援、地域の特産品開発等の幅広い活動を行って
いる地縁による団体が、法人格を取得することが可能となり、安定的・継続的な共同活動に貢献
（法律　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和３年法律第44号）による地方自治法の一部改正）

詳しくは提案募集方式データベース「2年」管理番号「19」で検索!

0505 地縁による団体（自治会・町内会等）につい
て、市町村による認可（法人格の付与）要件
を緩和することにより、幅広い活動を促進

地縁による団体（自治会・町内会等）につい
て、市町村による認可（法人格の付与）要件
を緩和することにより、幅広い活動を促進
～地縁による団体が不動産等を保有する予定の有無にかかわらず認可を可能に～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

ポ
イ
ン
ト

　都道府県職員である家畜防疫員に加え、一定の要件を満たす民間獣医
師によるワクチン接種（原則初回接種を除く）の実施を可能としたことに
より、確実かつ継続的なワクチン接種の体制整備に寄与
（公表　豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について（令和3年3月31日））

詳しくは提案募集方式データベース「2年」管理番号「132」で検索!

0606 豚熱ワクチン接種について民間獣医師によ
る実施を可能とすることにより、確実かつ
継続的なワクチン接種の体制整備に寄与

豚熱ワクチン接種について民間獣医師によ
る実施を可能とすることにより、確実かつ
継続的なワクチン接種の体制整備に寄与
～豚熱に係るワクチン接種を一定の要件を満たす民間獣医師でも実施可能に～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

※不動産等には、不動産に関する権利や登録を要する金融資産等を含む。

 提
案

地域の声

地域の
課題

ワクチン接種をできる者が
家畜防疫員に限定 制度上の

支障
継続してワクチン接種を
行うことが困難に

ワクチン接種を実施する者が不足する場合に
は、民間獣医師を都道府県職員である家畜防
疫員として任用し対応する必要

しかし、家畜防疫員を十分確保できず、継続し
てワクチン接種を実施することが困難に

※家畜防疫員が農場を10 日に１回程度巡回する必要がある 
が、多くの小規模農家においては、２週間～１か月に１回程
度の巡回頻度となっていた

ワクチン接種のための家畜防疫員に
よる巡回を待たなければならない 所属団体における兼業禁止等を理由に、

民間獣医師から家畜防疫員としての任
用を断られる

農場農場

解決策
民間獣医師による
ワクチン接種を可能に

家畜防疫員に加え、都道府県知事が適時性・適
切性に係る要件を満たすと判断して認定する
民間獣医師によるワクチン接種（原則初回接
種を除く）を可能に

豚熱のワクチン接種を実施できる者が都道府
県職員である家畜防疫員に限定

地方地方

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

豚熱のワクチン接種において民間獣
医師を十分活用することが可能に

確実か
つ継続的なワクチン

接種の体
制整備に寄与

住民
サービスの
向上

民間獣医師が都道府県職員である家畜
防疫員になることなく、ワクチン接種
を行うことを可能にしました

 提
案

地域の声

地域の
課題

法人格を取得して地域的な
共同活動を円滑に行いたい

不動産等を保有等していない地縁による団体
は、法人格が無いため活動の制限を受けていた

・契約主体が個人となり活動の幅が狭い
・法律上の責任の所在が不明確
・団体名義で財産が保有できない

制度上の
支障

不動産等の保有等の
有無が認可の要件

市町村長は、不動産等を保有している又は保
有する予定がある地縁による団体でなければ
認可し法人格を付与することができない

法人格を取得したいだけ
で不動産等を保有したい
訳ではないけど…

認可地縁団体が、不動産等を
保有する予定の有無にかかわ
らず、地域的な共同活動を行
えるようにしてほしい

法人格の取得により、活
動の幅が広がります！

地縁による団体地縁による団体

解決策
不動産等の保有等を前提と
しない認可要件に見直し

市町村長は、不動産等の保有又は保有する予
定の有無にかかわらず、地縁による団体を認可
することが可能に

地方地方

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

認可地縁団体制度の更なる活用が見込
まれ、地域住民の生活の安定及び地域社
会の健全な発展に資する

地域的な共同活動の
円滑な実

施につながる住民
サービスの
向上

活動実態や認可を受ける目的の
実態に合わせて認可要件を見直
しましょう

国国国国
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ポ
イ
ン
ト

　都道府県が管理する国有農地の早期処分に向けて、事務が迅速かつ円
滑に行われるよう、農業利用目的で国有農地の売払い又は貸付けを行う
場合の要件のうち、下限面積要件（権利取得後に経営する農地面積の合計
が原則50アール（北海道は２ヘクタール）以上となること）の廃止を実現
（省令　農地法施行規則の一部を改正する省令（令和3年農林水産省令第16号））

詳しくは提案募集方式データベース「2年」管理番号「87」で検索!

0707 経営する農地面積にかかわらず、国有
農地の売払い等を可能とすることによ
り、都道府県の管理業務の負担を軽減

経営する農地面積にかかわらず、国有
農地の売払い等を可能とすることによ
り、都道府県の管理業務の負担を軽減
～都道府県が管理する国有農地の売払い又は貸付けに係る下限面積要件の廃止～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

ポ
イ
ン
ト

　子ども・子育て支援整備交付金における病児保育施設の整備に対して
行う補助の交付対象について、「社会福祉法人等」のほか「市町村が認めた
者」に拡大することで、子育てしやすい社会の実現に貢献
（通知　「子ども・子育て支援整備交付金の交付について」の一部改正について（令和2年5月25日　府子本

第607号））

詳しくは提案募集方式データベース「１年」管理番号「162」で検索!

0808 病児保育施設の整備に係る補助につい
て、地域の実情に応じた交付を可能とする
ことで、子育てしやすい社会の実現に貢献

病児保育施設の整備に係る補助につい
て、地域の実情に応じた交付を可能とする
ことで、子育てしやすい社会の実現に貢献

～病児保育施設の整備に係る補助対象の緩和～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

 提
案

地域の声

地域の
課題

病児保育施設が
少ない！

新たな施設整備や既存施設の更新の費用負担
が大きく、病児保育施設の整備が進まない

制度上の
支障

施設整備の補助対象が
限定的！

病児保育施設の整備に対する国からの補助の
対象は、「社会福祉法人等」※に限定されている

病気の子供を預けられ
るところが欲しい…

施設整備の補助対象にならないことが
事業のハードルになっている

住民住民

解決策
補助対象を
拡大！

施設整備の補助の対象に 「市町村が認めた者」
を追加
それぞれの地域の実情にあわせ、多様な実施
主体に補助を行うことができる

地域の実情にあわせた
補助を可能にします！

国国

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

○新たに病児保育事業を行う施設の増加
○既存施設の適切な改修の促進

共働きだから預かってもらえて安心！

補助を活用して新たに
病児保育を行うことを検討したい！

子育て環境が
充実！

住民
サービスの
向上

※社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人、特例社団・
財団法人、日本赤十字社並びに病院、診療所

 提
案

地域の声

地域の
課題

売払いや新規貸付け
ができない

○都道府県が管理している国有農地は、後継
者不在による貸付契約の解約や新たな国有
農地の発見等により、年々数が増え、都道府
県の負担が増加している
○農耕借受者等から買受希望があっても、農
地の下限面積要件等を満たす必要があり、
買い手がつかない

制度上の
支障

国有農地は、
小規模な土地が多い

国有農地は、ほとんどが小規模な土地であり、
下限面積要件を満たす一定の規模の経営をす
る者からの利用の希望はほとんど望めない

売払いが進まず、同様の理由で新規貸付けも
行えず、維持管理の負担が増えています

小規模でも耕作放棄地とするより、
耕作に意欲のある方に有効活用され
る方がよいのではないでしょうか？

耕作に意欲のある方への売払いや
貸付けを進められます！

地方地方

解決策
下限面積要件
の見直し

農業利用目的で国有農地の売払い又は貸付け
を行う場合の要件のうち、下限面積要件は廃止

地方地方

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

都道府県が管理する国有農
地の早期処分等を促進し、
維持管理の負担を軽減

地方公共団体の
負担減！

住民
サービスの
向上

各都道府県が管理する国有農地の早期
処分に向けて、事務が迅速かつ円滑に
行われるように見直しました！

地方地方

国国
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ポ
イ
ン
ト

　社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合について、国及び地方公共団体
以外の者から施設に用いる不動産の貸与を受けた場合も認められるよう要件を緩和
することにより、放課後児童クラブの整備が推進され、子育て支援環境の充実に寄与
（通知　「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の

要件緩和について」の一部改正について（令和２年１月23日 子発0123第１号 社援発0123第３号 障
発0123第２号、老発0123第３号））

詳しくは提案募集方式データベース「１年」管理番号「19」で検索!

0909 社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場
合の施設の不動産貸与に係る要件を緩和するこ
とにより、放課後児童クラブの整備・拡充を促進

社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場
合の施設の不動産貸与に係る要件を緩和するこ
とにより、放課後児童クラブの整備・拡充を促進

～社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合の要件緩和～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

ポ
イ
ン
ト

　木造と非木造の混構造の住家の被害認定については、建物の主たる構
造に基づいて被害調査・認定すること及び主たる構造の考え方を明確化し
たことで、罹災証明書交付の迅速化に寄与
（公表　災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定（令和2年3月））

詳しくは提案募集方式データベース「１年」管理番号「77」で検索!

1010 災害に係る混構造住家の被害認定
基準の明確化により、罹災証明書
交付の迅速化に寄与

災害に係る混構造住家の被害認定
基準の明確化により、罹災証明書
交付の迅速化に寄与

～混構造住家の被害認定基準の明確化～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

 提
案

地域の声

地域の
課題

放課後児童クラブが
少ない！

放課後児童クラブの利用ニーズは高い
が、十分に整備が進んでいない

制度上の
支障

社会福祉法人が民有地を借りて
設置できる施設は限定！

社会福祉法人が民有地を借りて設置で
きる施設は、保育所等の通所施設のみ
であり、放課後児童クラブは含まれて
いない利用したいけど

家の近くにない… 放課後児童クラブも
対象にしてほしい

住民住民

解決策
放課後児童クラブを

追加！

社会福祉法人が民有地の貸与を受けて
放課後児童クラブを設置することがで
きる

国国

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

社会福祉法人が放課後児童クラブ
を設置するための用地確保が容易
になるため、整備が促進される

民有地なら借りることができそうだから、新
たに放課後児童クラブの設置を検討したい！

子供が安心して放課後を過ご
せる場所ができてうれしい！

子育て環境が
充実！

住民
サービスの
向上

地方地方

 提
案

地域の声

地域の
課題

被害判定・罹災証明書
の発行に支障

「１階：非木造　２階：木造」等の「混構造」
の住家が被災した場合の被害判定は、各市町
村の判断に委ねられているため、
・市町村ごとに判定にバラつき
・判定や罹災証明書の発行に手間取る
等の問題が発生

制度上の
支障

被害判定方法が
具体的に示されていない

「混構造」の住家の被害判定方法
が不明確

基準が示されれば、罹災証明書が
迅速に発行できるのですが…

被害を的確に判定するのが
難しい…

解決策
「混構造」の住家の
被害判定方法を明確化

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

被害判定のバラつきが解消され
るとともに、迅速かつ円滑な罹
災証明書の発行が可能となる

罹災証明書を迅速に発行
できるようになりました

被災
者の生活再建を後押し

住民
サービスの
向上

地方地方

事業実施に向けて
選択肢を広げます

被災自治体職員被災自治体職員

原則は、住家を構成する主要構造部の構造に
基づき調査・判定するが、判断し難い場合は、
主たる被害を受けた構造に基づき、調査・判
定
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ポ
イ
ン
ト

　看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師をへき地
の医療機関へ派遣することを可能にすることより、人員不足を解消し、地
域の医療体制の充実に寄与
（政令　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令（令和3年政令第40号））

詳しくは提案募集方式データベース「1年」管理番号「69」で検索!

1111 へき地の医療機関へ看護師等の派遣を
可能とすることにより、へき地の医療提
供体制の充実に寄与

へき地の医療機関へ看護師等の派遣を
可能とすることにより、へき地の医療提
供体制の充実に寄与

～看護職員等医療従事者に係る労働者派遣の規制緩和～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

ポ
イ
ン
ト

　マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限を迎える住民に対して、
有効期限の約３か月前に有効期限切れ通知と更新手続の案内パンフレッ
トを送付することにより、更新漏れの発生防止を実現
（通知　 「個人番号カード又は電子証明書有効期限切れ通知に伴う対応について（依頼）」の周知について

（令和元年11月5日））

詳しくは提案募集方式データベース「1年」管理番号「32、126」で検索!

1212 マイナンバーカード及び電子証明
書の有効期限切れ通知により、更
新手続の円滑化を実現

マイナンバーカード及び電子証明
書の有効期限切れ通知により、更
新手続の円滑化を実現

～マイナンバーカード等の有効期限や更新手続について事前周知～

事例

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

 提
案

地域の声

地域の
課題

へき地の医療機関において、
医療従事者が不足

常時救急患者を受け入れてきた医療機関が、
医療従事者を確保できず、受入れを一部中止
する事例も

制度上の
支障

へき地の医療機関への医療従事者の
派遣対象は、医師に限定

へき地の医療機関に医師を派遣する場合等を
除き、医療関係業務について労働者派遣事業
を行うことは、原則として禁止されている

必要な人材が確保
できない…

何かあったとき
不安…

地域の医療体制を強化したい…

医療機関医療機関 地域住民地域住民

解決策
医師以外の医療従事者についても、
へき地の医療機関への派遣を認める

医療関係業務について労働者派遣事業を行う
ことができる場合に、「へき地の医療機関に
看護師等※を派遣する場合」を追加

医師以外も派遣でき
るようにします！

国国

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

医師だけでなく、看護師等の医療
従事者の確保が可能となり、チー
ムとしての医療提供が可能に

近くの医療機関でも体制が
しっかりしていて安心！

地域の
医療体制が
充実！

住民
サービスの
向上

 提
案

地域の声

地域の
課題

更新に当たってトラブルや
負担が発生し得る 制度上の

支障
マイナンバーカード本体とマイナンバーカード
内の「電子証明書」とで、有効期限が異なる

○電子証明書の更新漏れによる失効等のトラブ
ルが発生しやすい
○手続に関する問合せ対応や書類不備の場合
の対応が、市区町村にとって負担に

手続がわかりにくい…

わかりやすくできないでしょうか…マイナンバー
カード所有者
マイナンバー
カード所有者

解決策
有効期限や更新手続に
ついて事前にお知らせ

マイナンバーカード又は電子証明書の更新時
期が近づいたら有効期限の通知書に、更新手
続の流れの案内パンフレットを同梱し、送付

事前にお知らせします！

国国

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

更新漏れ等のトラブルを防止する
とともに更新手続も円滑に

事前に知らせてくれるので安心

マイナン
バーカードの

更新手続が円滑に住民
サービスの
向上

へき地の医療機関

派遣

※看護師、准看護師、薬剤師、
　臨床検査技師、診療放射線技師

地方地方 地方地方

「マイナンバーカード」本体
発行の日から

10回目の誕生日まで

「電子証明書」
発行の日から

5回目の誕生日まで

※20歳以上の場合
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

土 地 利 用
（ 農 地 除 く ） 95 10% 22 7% 24 8% 14 5% 20 6% 14 5% 5 2% 15 7％

農 業 ・ 農 地 147 15% 39 12% 28 9% 28 9% 23 7% 13 4% 26 10% 18 8％

医 療 ・ 福 祉 202 21% 85 25% 93 31% 115 37% 106 33% 99 33% 90 35% 62 28％

雇 用 ・ 労 働 43 5% 7 2% 1 0% 3 1% 3 1% 4 1% 2 1% 3 1％

教 育 ・ 文 化 46 5% 29 9% 17 6% 20 6% 16 5% 21 7% 18 7% 13 6％

環 境 ・ 衛 生 80 8% 29 9% 19 6% 15 5% 28 9% 17 6% 18 7% 29 13％

産 業 振 興 109 11% 26 8% 23 8% 9 3% 12 4% 9 3% 7 3% 6 3％

消防・防災・安全 20 2% 18 5% 16 5% 14 5% 24 8% 20 7% 10 4% 7 3％

土 木 ・ 建 築 88 9% 21 6% 20 7% 25 8% 15 5% 18 6% 23 9% 10 5％

運 輸 ・ 交 通 40 4% 11 3% 13 4% 19 6% 15 5% 12 4% 1 0% 3 1％

そ の 他 83 9% 47 14% 49 16% 49 16% 57 18% 74 25% 59 23% 54 25％

合　計 953 334 303 311 319 301 259 220

提案募集方式の対象範囲

提案の主体

提案の対象

提案募集方式について
　～提案募集方式により、地方の実情を踏まえた権限移譲・規制緩和等の改革が可能に～

地方分権改革における、地方の課題解決の第一歩

「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平成26年４月30日、地方分
権改革推進本部決定）に基づき、地方の発意に根ざした新たな取組を推進
するため、個々の地方公共団体等から改革に関する提案を広く募集し、それ
ら提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」を平成２６年から導入し
ています。

（１）都道府県及び市町村（特別区を含む。）
（２）一部事務組合及び広域連合
（３）全国的連合組織 （地方自治法（昭和22年法律第67号）第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項に規定する届出
　　をしたものをいう。）

（４）地方公共団体を構成員とする組織 （上記（３）を除く。）

①地方公共団体への事務・権限の移譲
②地方に対する規制緩和（義務付け・枠付けの見直し及び必置規制の見直しを言う。）
※義務付け・枠付けの見直しとは、国が法律などに定めた「地方公共団体は××の事務を行わなければならない」、 「××の事務を行う
　場合は△△の方法で行わなければならない」など、全国一律に定めた基準を廃止したり、条例に委任したりする見直しをいう。

○
対象

×
対象外

①地方公共団体への事務・権限の移譲
・国から地方公共団体への移譲
・都道府県から市町村への移譲

②地方に対する規制緩和
（義務付け・枠付けの見直し、必置規制の見直し）

※各種補助条件の見直しや手続・書類の簡素化が対象
※補助率の引上げ、補助金の廃止による一般財源化等は対象外

・法律、政令、府省令、告示、通知等に
よるもの
・補助金等の要綱等によるもの全国一律の権限移譲が難しいなどの場合は、

個々の地方公共団体の発意に応じた選択的移譲
（手挙げ方式）とする提案が可能

①国・地方の税財源配分や税制改正　　④個別の公共用物に係る管理主体の変更

②予算事業の新設提案　　　　　　　　⑤現行制度でも対応可能であることが明らかな事項

③国が直接執行する事業の運用改善

※合計は、関係府省における予算編成過程での検討を求めるもの等を除く、内閣府と関係府省との間で調整を行った提案に係る件数

（件数）

年 提案件数
関係省庁と調整を行ったもの

実現・対応
の割合
c/e

提案の趣旨を
踏まえ対応

a

現行規定で
対応可能
b

小計
c=a+b

実現できな
かったもの

d

合計
e=c+d

平成26年 953 263 78 341 194 535 63.7%

平成27年 334 124 42 166 62 228 72.8%

平成28年 303   611 34 150 46 196 76.5%

平成29年 311 157 29 186 21 207 89.9%

平成30年 319 145 23 168 20 188 89.4%

令和元年 301 140 20 160 18 178 89.9%

令和2年 259 142 15 157 11 168 93.5%

令和3年 220 145 2 147 13 160 91.9%

計 3,000 1,232 243 1,475 385 1,860 79.3%

提案の分野

対応状況

提案団体数、提案の主体 提案件数、提案の区分
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※平成26年は、「関連する見直し」２件、「対象外」60件を別計上している。
　平成27年度以降の件数は、「対象外」を含む。
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⑨対応方針の
　閣議決定（年末）

地方公共団体等
地域住民 各府省

内閣府
①事前相　談・提案

住民の
声

②検討要請

④関係府　省回答
③回答

⑤関係府　省回答に
　対する　見解

⑥再検討要請

⑧関係府　省再回答
⑦再回答

住民サービスの
向上等が可能に

必要に応じて　問い合わせ等

制度改正等

提案募集方式の主なプロセス
地方からの事前相談を経て、内閣府が受け付けた提案は、各府省における
検討、地方分権改革有識者会議及び専門部会による調査・審議が集中的に
重ねられます。こうした関係者の調整結果を踏まえ、年末には、「地方からの
提案等に関する対応方針」が閣議決定され、この方針に基づいた法律改正
や政省令改正、通知発出等の取組が進められることとなります。

「地方公共団体への事務・
権限の移譲」、「地方に対す
る規制緩和」について、具
体的支障事例や制度改正
による効果とあわせて提案

地方公共団体からの派遣職員が地方との連絡・調整の窓口
となり、親切・丁寧な対応を心がけています。

待機児童問題が…

手続きが
大変

ご提案への
対応はなかなか
難しいですね

議論の中で色々な
支障があることは
分かりました

ではこうしましょう

職員 アイデア
を提案

事業課

地方分権改革
担当（課） 地方分権改革推進室

地方分権改革有識者会議・
提案募集検討専門部会

介護が
不安…相談に

乗って
ほしい

負担が
大きい…

人手が
足りない…
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様々な分野での地域の課題に対して、提案を通じて
解決した優れた取組をわかりやすく把握できる！

地方分権を支える各種情報
　～地方分権改革のこれまでのあゆみから最新の取組まで、豊富な情報を発信～

地方分権改革をもっとよく知りたい!

～提案募集方式により地域の課題を解決したベストプラクティスを取りまとめた事例集～
地方分権改革・提案募集方式 取組・成果事例集 Vol.1,2

●内閣府「地方分権改革」ホームページ（地方分権改革による成果事例集）
　https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/jirei/seikajirei.html

提案募集方式の知恵と工夫（ノウハウ）がわかる！

過去の提案を検索機能を使って調べられる！

～地方の声を形に変える、地方分権改革・提案募集方式のススメ～
地方分権改革・提案募集方式ハンドブック

～地方の提案のデータベース化により、知りたい情報がすぐわかる～
提案募集方式データベース

●提案の検討方法や支障事例の考え方、事前相談や各府省との調整の過程等、地方が求める実践
的なノウハウを幅広く掲載。

●内閣府「地方分権改革」ホームページ（ハンドブック　提案検討の手引き）
　https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html

●これまでに地方公共団体等から提出された個々の提案を網羅的に収集・整理することにより、
各々の提案状況を簡易検索できるシステムを構築。
内閣府地方分権改革推進室の提案募集方式データベース（下記アドレス）にアクセスし、提案募集方式
データベース（Excel形式）をダウンロードしてください。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/database.html

ダウンロードしたエクセルファイルを開くと、下図のような表が表示されます。

１

2

各提案の個票も
閲覧可能！！

3 検索する項目のフィルター機能をクリックすると下部に検索ボックスと
リストが表示されます。

4 検索する要素を検索ボックスに入力するか、またはリストから検索要素
を選択してクリックしてください（複数選択が可能です）。

5 OKをクリックしてください。検索結果が表示されます。
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地方公共団体向けの研修内容（座学）を約40分でまとめています。
組織内の職員研修や自己学習等にご活用ください。

提案募集方式による制度改正で得られた成果事例について、
現地取材映像等を交えてわかりやすく解説します。
成果事例動画は内閣府HPで随時追加する予定です。

地方分権改革・提案募集方式に関する学習動画

地方分権改革e-ラーニング講座

政府インターネットテレビ

地方分権改革・提案募集方式の成果事例動画

　地方公共団体向けの研修内容（座学）を約40分でまとめています。
組織内の職員研修や自己学習等にご活用ください。

あなたの声で日本の法律・制度が変わる！
～地域の課題を提案募集方式で解決してみよう～
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/seihuinternettv.html

【 学習動画の構成 】
１. 地方分権改革の考え方と提案募集方式の概要 

２. これまでの提案募集方式の成果事例について
３. 提案検討の参考となるツール等

徳光・木佐の知りたいニッポン！
～私たちの声で仕組みが変わる！地方分権改革・提案募集方式～
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg18149.html

地域の課題を解決し、地方創生の基盤となる地方分権改革

 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/linkshu/180216elearning.html

被災者の生活再建を後押し！
罹災証明書の交付の迅速化

地方版ハローワークの創設

農林漁業体験民宿業における
客室面積要件の緩和

工場の緑地面積率などに係る
地域準則条例の制定権限の移譲

東京大学名誉教授。地方分権改革有識者会議座
長。前日本社会事業大学学長。第1次分権改革の
時代から現在に至るまで、地方分権改革の推進
に長く携わられている。

神野 直彦 氏
法政大学法学部教授。地方分権改革有識者会議
提案募集検討専門部会長。前一橋大学副学長。
提案募集方式の導入時から現在に至るまで提案
募集検討専門部会の部会長として、地方の提案
の実現に精力的に取り組まれている。

髙橋 滋 氏
西南学院大学法学部教授。地方分権改革有識者
会議議員、提案募集検討専門部会構成員。提案
募集検討専門部会のメンバーとして、地方の提
案の実現に精力的に取り組まれている。

勢一 智子 氏
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地方分権改革・提案募集方式
取組・成果事例集 Vol.3

令和4年2月 作成

編集・発行

お問い合わせ先

〒100-8970　東京都千代田区霞が関3-1-1　中央合同庁舎第4号館
☎ 03-5253-2111

デザイン
株式会社アドマス

内閣府地方分権改革推進室

内閣府地方分権改革推進室
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